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岡山市保健所総務課 

  



第１節 総  則 

   本仕様書は業務の基本的内容について定めるものであり、本業務の目的達

成のため必要な事項の詳細については、市と受託者とで協議して定めること

とする。ただし、軽微な事項については、市監督員の指示に従うものとする。                               

１．委託の目的  

   市内の全診療所に配布した自主点検票による診療所での自己チェックに

より、診療所での医療安全および感染対策等について、法令等の基準の再確

認を促すとともに、自己チェックの結果を調査し、分析結果のフィードバッ

クにより、今後の自主的な管理の推進を図る。 

２．委託の名称 

医科・歯科診療所自主点検強化事業業務委託（その３） 

３．委託の期間 

契約日から令和４年３月３１日まで 

 

第２節 業務内容 

１．概要 

  対象から返送された自主点検の結果（以下、「回答シート」という。）のデ

ータ入力および集計結果の提出 

２．対象 

岡山市内の歯科を含むすべての診療所 

（医科…７００施設、歯科…４５４施設） 

   対象のリストは市が電子データで受託者に提供する。 

３．自主点検票および回答シートの仕様 

   別紙のとおり 

４．方法 

§回収（１月下旬） 

・対象から返送された回答シートを、市役所で受領する。 

・回答シートの受領については、運搬時の紛失・盗難・汚損等の防止に万 

全を期すこと。 

§データ入力（２月） 

・データ入力を正確かつ迅速に行うため、入力フォーマット、入力手順 

（入力、報告、検証、修正、再検証等）、入力マニュアル（入力時の判断基 

準）等を市と協議の上、作成すること。 

・データ保護のため、作業環境における情報セキュリティ対策（ウイルス、

不正アクセス対策等）に万全を期すこと。 

・回答シートおよび入力データは、原則社外持ち出し禁止とする。ただし、



他支店等に一部依頼する場合は、あらかじめ市の許可を得ること。 

・入力に際しては、入力済みのデータに対し、ベリファイ、目視などの方

式により少なくとも１回は突合工程を入れ、正確を期すること。 

・市からの指示により、随時、入力済みデータの検証に応じること。 

・修正・再入力が必要となった場合は、受託者の負担において速やかに 

対応すること。 

§集計・結果まとめ（３月） 

・入力データを設問ごとに単純集計し、グラフ等にまとめた資料を作成し、

入力データおよび単純集計表と併せて電子データで提出すること。 

・資料の体裁は前回実施時の成果(岡山市ホームページからダウンロード可

能)を参考とすること（分析や考察は不要）。 

資料（医科） 

https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000008/8213/000113407.pdf 

資料（歯科） 

https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000008/8213/000113408.pdf 

単純集計表 

https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000008/8213/000113410.pdf 

・回答シートの複写は行わないこととし、入力後はすべて市に返却するこ

と。また、入力データは業務完了後、市の指示に従って完全に消去するとと

もに、書面にて報告すること。 

５．費用負担 

業務に伴う消耗品費、通信運搬費その他の必要な費用は、受託者の負担と

する。 

６．作業計画 

受託者は履行期間内に業務を完了するよう作業計画を立て、業務着手 

前に実施計画書及び委託作業表を提出し、市の承認を得ること。 

７．業務管理 

（１）受託者は正確かつ迅速に業務を遂行するため、相当経験を有する技術

者を配置すること。また、履行期間内に業務を完了するよう、十分に余裕

をもって人員を配置すること。特に入力、点検を迅速に行えるよう人員を

確保すること。 

（２）別途契約書に定める作業責任者および主任技術者は、それぞれの役割

において業務の円滑な遂行を図らなければならない。 

（３）業務の実施にあたって、受託者は市の監督員と連絡を密にし、その連

絡事項をその都度記録し、打ち合わせの際に相互に確認しなければならな

い。 

https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000008/8213/000113407.pdf
https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000008/8213/000113408.pdf
https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000008/8213/000113410.pdf


８．業務の完了 

成果である電子データ、本仕様書に指定された提出書類一式を納品し、市

の検査員による検査合格をもって、業務の完了とする。 

 

９．提出書類 

      受託者は、岡山市契約規則に定めるほか次に示す書類等を提出すること。 

（１）委託業務着手届        Ａ４版      １部 

（２）作業責任者及び主任技術者届  Ａ４版      １部 

（３）委託作業表（実施計画書含む） Ａ４版      １部 

（４）委託業務完了届        Ａ４版      １部 

（５）経歴書            Ａ４版      １部 

（６）体制表・組織表        Ａ４版      １部 

（７）報告内容（成果品） 

電子媒体（MS Office2016 Professional Excel、Word 形式、PDF 形式) 

（８）入力データの電子媒体（CSV 形式で CD-R に保存。パスワード保護。） 

（９）その他本市の指示する図書         

 

第３節 個人情報の保護および著作権等の帰属 

１．秘密保持、個人情報保護等 

（１）受託者は岡山市個人情報保護条例を遵守しなければならない。 

（２）受託者は、受託業務に関して知り得た秘密を、委託期間を通じて、 

また、委託期間完了後も、第三者に漏洩してはならない。 

（３）作業は原則として本市の指示により、委託先を作業場所とする。作業

場所からの個人データの持ち出しに関しては、一切禁止する。 

（４）受託者は、市が特に認めた場合を除き、受託業務の処理に必要なデー

タ及び資料を複写し、若しくは複製してはならない。 

（５）受託者は、受託業務の処理に必要なデータ及び資料を、他の目的に使

用してはならない。 

（６）受託者は、受託業務の処理にあたり常に事故または災害の防止に努め、

事故、もしくは災害、またはセキュリティに関する事故が発生したときは、

直ちに市に通報して適切な措置を講じるとともに、遅滞なく書面をもって

報告しなければならない。 

（７）受託者は、受託業務の処理にかかる記録媒体に記録されているデータ

の内容を侵す一切の行為をしてはならない。 

（８）受託者は、受託業務の処理に使用した全ての記録、資料等について、

業務終了後すみやかに岡山市に返還しなければならない。 



（９）受託者は、別途契約書に定めるとおり、岡山市個人情報保護条例に従

い「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結すること。 

２．著作権 

（１）報告内容（成果品）の著作権は、市に帰属するものとする。 

（２）本契約履行過程で生じた報告内容（成果品）に第三者の著作権（以下

「既存著作権」という）が含まれている場合は、委託者が特に使用を指示

した場合を除き、当該著作物の使用に必要な経費の負担及び使用承諾契約

に係る一切の手続きを行うこと。この場合、受託者は当該契約等の内容に

ついて事前に関係者の承諾を得ることとし委託者は既存著作物について

当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。 

なお、本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利

侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら岡山市の責めに帰

する場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。この

場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときには、受託者に通知し、必

要な範囲内で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずるもの

とする。 

３．法令遵守等 

受託者は業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければなら

ない。 

 


